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本日の説明 

 どうしたらEPA特恵税率を利用できるのか？ 

 

 ①EPA特恵税率が設定されていること 

 ②原産地基準を満たす原産品であること 

   （＋積送基準を満たすこと） 

 ③手続的規定を満たすこと 

原産地規則 

1 



① 輸出される産品に関し、輸入国において特恵税率が設定されていること 

輸入国 

ＥＰＡ税率適用のための条件 
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② 生産された貨物が、｢原産品｣であると認められること 

(＝原産地基準を満たしていること) 

→ この原産地基準を満たしていることを証明する書類が「原産地証明書」等 

③ 必要な手続きを行なうこと 
・ 税関に対して原産国や特恵税率を申告 
・ 添付書類として原産地証明書等及び(必

要に応じ)運送要件証明書を提出 

（＝手続要件を満たしていること） 運送の途上で｢原産品｣という資格を失っ
ていないこと 

(＝積送基準を満たしていること) 

→ この積送基準を満たしていることを
証明する書類が「運送要件証明書」

（通し船荷証券の写し等） 

他の国 

日本 

リキュール 

３つの条件をすべて 

満たさなければいけない！ 



“①EPA特恵税率が設定されていること”をどの
ように確認するのか？ 

 手順１  関税分類番号の確認 
 輸出しようとする産品の関税分類番号「HS番号」を確認 

 HS番号？？？ 

関税分類番号（HS番号）～HS条

約（商品の名称及び分類につい
ての統一システムに関する国際
条約）の品目表の番号 

 

 類（2桁）・・・（例）第96類 

 項（4桁）・・・（例）第96.0１項 

 号（6桁）・・・（例）第960１.90号 

   

HS条約締結国間で共通(6桁)。ただし、6桁以降は
各国別の細分であり、日本の場合は9桁 
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“①EPA特恵税率が設定されていること”をどの
ように確認するのか？ 

 手順１  関税分類番号の確認 

 
具体的には？？？ 

・ 過去に輸出実績があれば、輸出許可書に記載されている      

  HS番号を調べる。 

・ 税関の『関税率表解説・分類例規』で調べる。 

 

・ 近隣の税関に問い合わせる。 

・ 輸入者を通じて輸入国（輸出先）の税関に問い合わせる。 

 http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/index.htm 
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メキシコに自動車（8703.90）
を輸出する場合。 

 日本貿易振興会（JETRO）が契約している
World Tariffを使えば、日本に居住している方は、
我が国がＥＰＡを締結している国を含む175カ国の
関税率を調べることができます（JETROのページ
からユーザー登録が必要です（無料））。 

（ＪＥＴＲＯ 世界各国の関税率）  

http://www.jetro.go.jp/theme/trade/tariff/ 

メキシコに自動車（8703.90）
を輸出する場合。 

 手順2  EPA税率の確認(輸出) 

日メキシコEPAを利用すれば、

メキシコにおいて、関税なしで
輸入することができる。 
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① 輸出される産品に関し、輸入国において特恵税率が設定されていること 

輸入国 

ＥＰＡ税率適用のための条件 
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② 生産された貨物が、｢原産品｣であると認められること 

(＝原産地基準を満たしていること) 

→ この原産地基準を満たしていることを証明する書類が「原産地証明書」等 

③ 必要な手続きを行なうこと 
・ 税関に対して原産国や特恵税率を申告 
・ 添付書類として原産地証明書等及び(必

要に応じ)運送要件証明書を提出 

（＝手続要件を満たしていること） 運送の途上で｢原産品｣という資格を失っ
ていないこと 

(＝積送基準を満たしていること) 

→ この積送基準を満たしていることを
証明する書類が「運送要件証明書」

（通し船荷証券の写し等） 

他の国 

日本 

リキュール 

３つの条件をすべて 

満たさなければいけない！ 

再掲 



“②原産地基準を満たす原産品であること”をどのよう
に確認するのか？ 

税関ウェブサイトhttp://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/gaiyou.htm#mexico 

 手順3  輸出産品の原産性の確認 
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原産地規則（日タイEPAの例） 

 
第28条 原産品  

1 この章に別段の定めがある場合を除くほ
か、次のいずれかの産品は、締約国の原
産品とする。  

(a) 当該締約国において完全に得られ、又は
生産される産品であって、２に定めるもの  

 

 

(b) 当該締約国の原産材料のみから当該締
約国において完全に生産される産品 

 

 

(c) 非原産材料をその全部又は一部につき使
用して当該締約国において完全に生産さ
れる産品であって、附属書２に定める品
目別規則及びこの章の他のすべての関
連する要件を満たすもの 

完全生産品 
 
 

実質的変更基準を満たす産品 
 

 

原産材料のみから生産される産品 
 

品目別規則の例 協定本体  
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（a）生きている動物であって、

当該締約国において生まれ、
かつ、成育されたもの 
（家畜等） 

（b）当該締約国において狩

猟、わなかけ、漁ろう、採集
又は捕獲により得られる動物 
（捕獲野生動物等） 

（c）当該締約国において生き
ている動物から得られる産品 
（牛乳、卵等） 

（d）当該締約国において収

穫され、採取され、又は採集
される植物及び植物生産品 
（果実、切り花等） 

（e）当該締約国において抽出

され、又は得られる鉱物その
他の天然の物質 
（原油等） 

（f）当該締約国の船舶により、

両締約国の領海外の海から
得られる水産物その他の産品 
（公海で捕獲した魚等） 

（l）当該締約国において（a）
から（k）までに規定する産品

のみから得られ、又は生産さ
れる産品 
（ （a）に該当する牛を屠殺し
て得られた牛肉等） 

（g）～（k） 略 

原産品（日タイEPAの例） 

 
（ａ） 完全生産品 
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原産地規則（日タイEPAの例） 

 
第28条 原産品  

1 この章に別段の定めがある場合を除くほ
か、次のいずれかの産品は、締約国の原
産品とする。  

(a) 当該締約国において完全に得られ、又は
生産される産品であって、２に定めるもの  

 

 

(b) 当該締約国の原産材料のみから当該締
約国において完全に生産される産品 

 

 

(c) 非原産材料をその全部又は一部につき使
用して当該締約国において完全に生産さ
れる産品であって、附属書２に定める品
目別規則及びこの章の他のすべての関
連する要件を満たすもの 

完全生産品 
 
 

実質的変更基準を満たす産品 
 

 

原産材料のみから生産される産品 
 

品目別規則の例 協定本体  

再掲 
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原産品（日タイEPAの例） 

 （ｃ） 実質的変更基準を満たす産品 
 

 

 関税分類変更基準 

 

 
 付加価値基準 

 

 

 加工工程基準 

 

非原産材料 産品 

（関税分類番号） （関税分類番号） 

非原産材料と産品の関税分類番号に
特定の変化があれば、実質的変更が
あったとする基準 

非原産材料 産品 
非原産材料 

付加価値 付加された価値がある条件
以上であれば、実質的変更
があったとする基準 

非原産材料 加工等 産品 非原産材料に特定の加工工程がほど
こされれば、実質的変更があったとす
る基準 

⇒我が国の多くのEPAにおいて、実質的変更基準は、品目毎に上記のいずれかの考え

方、あるいは、その組み合わせを採用しています。 

（特定の加工） 

加工等 

加工等 
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品目別規則（日タイEPAの例） 

外務省ウェブサイト（税関ウェブサイトからリンクあり） 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/thailand/

kyotei.html 

リキュール 

HS番号・・・22類 (2桁)  

        22.08項 (4桁) 

                  2208.70号 (6桁) 

第2208.70号の産品

への他の項の材料
からの変更 

（第22.07項の材料
からの変更を除く。） 

原産資格割合が40%

以上であること  
（第2208.70号の産

品への関税分類の変
更を必要としない。） 

又は 

（付加価値基準） （関税分類変更基準） 
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原産品（日タイEPAの例） 

 

 

タ
イ 

 

中国 日本 

HS番号8類（08.08項） 

１．関税分類変更基準 (ケース1) 

第2208.70号の産品への他の項の材料からの変更 

08.08項 22.08項 ○ 
HS番号22類（22.08項） 

HS番号17類（17.01項） 

○ 
17.01項 

リキュール 

りんご 

砂糖 

非原産材料 産品 
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産品 



非原産 
材料 

原産品（日タイEPAの例） 

 

 

タ
イ 

 

エチルアルコール        
（変性させていないアルコール分
80％以上のもの） 

中国 日本 

HS番号・・・22類（22.07項） 

１．関税分類変更基準 (ケース2) 

第22.07項の材料からの変更を除く。  ※第2208.70号の品目別規則の括弧書き部分 

22.07項 × 

HS番号・・・22類（22.08項） 

産品 
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22.08項 

リキュール 

   つまり、第22.07項の非原産材料を使用する場合は品目別規則を満たさないということ 

非原産材料 産品 



原産品（日タイEPAの例） 

 

 

タ
イ 

 

エチルアルコール（変性させていないア
ルコール分80％以上のもの） 

中国 日本 

HS番号22類（22.07項） 

○累積の規定 (原産品の範囲を広げる規定) 

品目別規則の関税分類変更基準 

第2208.70号の産品への他の項の材料
からの変更（第22.07項の材料からの変
更を除く。） 

22.07項 
22.08項 

× 

HS番号22類（22.08項） 

リキュール 

非原産材料 

産品 

タイ 

HS番号22類（22.07項） 

○ 

累積の規定 

日本にとって非原産品だが、累積の規定
により原産材料とみなすことができる。 

ケース2  
関税分類変更基準

は満たさない 
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22.07項 

非原産材料 
エチルアルコール（変性させていないア
ルコール分80％以上のもの） 


